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資料番号 １－５ 担当課 
循環型社会推

進課 

法令名 
廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律 
根拠条項 

19 条の 10第２

項 
不利益処

分の種類 
事業の廃止等についての措置

命令 
（根拠規定） 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

 （事業の廃止等についての措置命令の規定の準用） 

第十九条の十  

（１ 略） 

２ 第十九条の五の規定は、次の各号に掲げる者が産業廃棄物処理基準（特別管理産業廃棄物に

あっては、特別管理産業廃棄物処理基準）に適合しない産業廃棄物（当該各号に定める事項に

係るものに限る。）の保管を行っていると認められるときについて準用する。この場合において、

同条第一項中「第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該保管、収集、運搬又は処分を行った

者が当該産業廃棄物を輸入した者（その者の委託により収集、運搬又は処分を行った者を含む。）

である場合にあっては、環境大臣又は都道府県知事。次条及び第十九条の八において同じ。」と

あるのは「第十五条の四の四第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、「期限を定め

て、その支障の除去等の措置」とあるのは「産業廃棄物処理基準（特別管理産業廃棄物にあっ

ては、特別管理産業廃棄物処理基準）に従って当該産業廃棄物の保管をすることその他必要な

措置」と読み替えるものとする。 

一 第十四条第二項若しくは第七項又は第十四条の四第二項若しくは第七項の更新を受けなか

った者 当該更新を受けなかった許可 

二 第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する第七条の二第三

項の規定による届出をした者 当該届出 

三 第十四条の三の二第一項（第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。）又は第

二項（第十四条の六において準用する場合を含む。）の規定により第十四条第一項若しくは第

六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を取り消された者 当該取り消された許

可 

（四・五 略） 

六 第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の許可を受けない

で産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行った者（第十四条第一項ただし書若

しくは第六項ただし書又は第十四条の四第一項ただし書若しくは第六項ただし書に該当する

者を除く。） 当該許可を受けないで業として行った収集若しくは運搬又は処分 

 

 

第十九条の五 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準（特別管理産業廃棄物にあっては、

特別管理産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準）に適合しない産業廃棄物の保

管、収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずる

おそれがあると認められるときは、都道府県知事（第十九条の三第三号に掲げる場合及び当該

保管、収集、運搬又は処分を行った者が当該産業廃棄物を輸入した者（その者の委託により収

集、運搬又は処分を行った者を含む。）である場合にあっては、環境大臣又は都道府県知事。次



条及び第十九条の八において同じ。）は、必要な限度において、次に掲げる者（次条及び第十九

条の八において「処分者等」という。）に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ず

べきことを命ずることができる。 

一 当該保管、収集、運搬又は処分を行った者（第十一条第二項又は第三項の規定によりその

事務として当該保管、収集、運搬又は処分を行った市町村又は都道府県を除く。） 

二 第十二条第五項若しくは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項

又は第十四条の四第十六項の規定に違反する委託により当該収集、運搬又は処分が行われた

ときは、当該委託をした者 

三 当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程にお

ける管理票に係る義務（電子情報処理組織を使用する場合にあっては、その使用に係る義務

を含む。）について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者 

イ 第十二条の三第一項（第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下この

イにおいて同じ。）の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定

する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者 

ロ 第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に

規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者 

ハ 第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者 

ニ 第十二条の三第四項若しくは第五項又は第十二条の五第五項の規定に違反して、管理票

の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載を

して管理票の写しを送付した者 

ホ 第十二条の三第二項、第六項、第九項又は第十項の規定に違反して、管理票又はその写

しを保存しなかつた者 

ヘ 第十二条の三第八項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者 

ト 第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者 

チ 第十二条の四第三項又は第四項の規定に違反して、送付又は報告をした者 

リ 第十二条の五第一項（第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。）の規定に

よる登録をする場合において虚偽の登録をした者 

ヌ 第十二条の五第二項又は第三項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者 

ル 第十二条の五第十項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者 

四 前三号に掲げる者が第二十一条の三第二項に規定する下請負人である場合における同条第

一項に規定する元請業者（当該運搬又は処分を他人に委託していた者（第十二条第五項若し

くは第六項、第十二条の二第五項若しくは第六項、第十四条第十六項又は第十四条の四第十

六項の規定に違反して、当該運搬又は処分を他人に委託していた者を除く。）を除く。） 

五 当該保管、収集、運搬若しくは処分を行った者若しくは前三号に掲げる者に対して当該保

管、収集、運搬若しくは処分若しくは前三号に規定する規定に違反する行為（以下「当該処

分等」という。）をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該処分等

をすることを助けた者があるときは、その者 

２ 第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


